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 写 し 

 
 
 

 

訴   状 

知的財産高等裁判所 御中 

 

平成２８年１１月８日 

〒○○○－○○○○ 

              ○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○ 

              原告   杉 村 和 高     

 

        （送達場所）〒○○○－○○○○ 

              ○○○○○○○○○○○○○○○○ 

              ○○○○○○○○○○ 

              原告   杉 村 和 高  

電 話 ○○○○○○○○○○○ 

ﾌｧｯｸｽ ○○○○○○○○○○○ 

 

                           〒１００－８９１５ 

              東京都千代田区霞が関３丁目４番３号 

              被告 特許庁長官  伊 藤  仁 

審決取消請求事件 

  訴訟物の価額 算定困難 

  貼用印紙   １万３０００円 
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請求の趣旨 

１ 特許庁が不服２０１５－４８８９号事件について平成２８年９月３０日にした

審決を取り消す。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする、との判決を求める。 

 

請求の原因 

１ 特許庁における手続の経緯 

  原告は，発明の名称を「河川の上流部及び中流部における護岸の方法。」とす

る発明について、平成２２年３月２３日に特許出願をし、平成２５年７月２９日

付けで通知された拒絶理由に対して、平成２５年９月１７日に意見書及び手続補

正書を提出し、さらに平成２６年３月２４日付けで拒絶理由（最後）を通知され

ましたので、平成２６年５月１９日に意見書を提出しましたところ、平成２６年

１２月２２日付けで拒絶査定を通知されました。 

これに対して平成２７年３月１３日に拒絶査定不服審判を請求しました。これ

には平成２８年３月１７日付けで拒絶理由が通知されましたので、平成２８年５

月２３日に意見書を提出しました。 

  特許庁は上記請求を不服２０１５－４８９号事件として審理をした上、平成２

８年９月３０日「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本

は同年１０月２２日原告に送達されました。 

２ 審決の理由は、審決謄本記載のとおりであるが、その認定判断には誤りがあり、

違法として取り消されるべきである。 

３ 審決の理由に対する認否 

(１) 「第１ 手続の経緯」については、認める。 

(２) 「第２ 当審拒絶理由」 

〔理由１〕については争う。 

本願発明の特許請求の範囲の記載が不備であると認定されましたが、その

判断は誤りであるので認めることは出来ません。 
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〔理由２または理由３〕については争う。 

「本願発明は、引用発明１に記載された発明であるか、もしくは、当業者

が、引用発明１及び引用文献２ないし３に記載された公知または周知の技

術に基づいて容易に発明をすることができたものである。また、本願発明

は、当業者が引用発明２及び引用文献１又は４に記載された事項に基づい

て容易に発明することができたものである。」と認定されました。これら

の判断はいずれも誤りであるので認めることは出来ません。 

 

(３) 「第３ 当審の判断」 

１ 理由１（３６条６項２号）について 

（１） 特許請求の範囲の記載 については、認めます。 

（２） 判断 については争う。 

請求項１に記載された発明の範囲が明確ではないと認定されましたが、

その判断は誤りであるので認めることは出来ません。 

（３） 請求人の主張 については争う。 

本願請求人が先の意見書に記載した内容を、適正な主張ではないと認定

していますが、それらの判断は誤りであるので認めることは出来ませ

ん。 

２ 理由２（２９条１項３号）または理由３（同条２項）について 

（１） 請求項１に係る発明 については争う。 

本願発明の請求項１の記載内容が不明確であるとして、本願発明の請求

項１には存在しない内容を本願発明の請求項１の記載内容であると認

定して新規性及び進歩性を検討しています。これは明らかな過ちである

ので認めることは出来ません。 

（２）判断 については、 

   ア 引用文献の記載事項については、（ア）（イ）（ウ）（エ）の

記載内容がそれぞれの引用刊行物の記載と同じであるので

これを認めます。 



4 

 

 

   イ 引用発明１を主引用発明として検討する については争う。 

上述「（１）請求項１に係る発明」での誤った特許審査方法

を引き継いでいるので明らかな誤りです。また、本願発明の

請求項に記載のある事柄を全く無視した対比と特許法の規定

を外れた判断を行っています。したがって、その判断は誤り

であるので認めることは出来ません。 

 ウ 引用発明２を主引用発明として検討する については争う。 

上述「（１）請求項１に係る発明」での誤った特許審査方法

を引き継いでいるので明らかな誤りです。また、本願発明の

請求項に記載のある事柄を全く無視した対比と判断を行って

います。したがって、その判断は誤りであるので認めること

は出来ません。 

（２） 請求人の主張について については争う。 

本願請求人が先の意見書に記載した内容を、適正な主張ではない

と認定していますが、それらの判断は誤りであるので認めること

は出来ません。 

（４）「第４ むすび」については争う。 

本願発明は、特許法第３６条第６項第２号に規定している要件を満たしてい

ない、また、特許法第２９条第１項第３号に該当するか、同条第２項の規定

により特許を受けることができない、と認定していますが、それらの判断は

誤りであるので認めることは出来ません。 

 

４ 原告の主張 

   原告の主張は、その詳細を準備書面において記述致します。  

                                                                                                               

添付書類 

 審決謄本           １通 

 


